
判決　平成１４年８月８日　神戸地方裁判所　平成１２年(ワ)第６７３号　求償金
請求事件
　　　　　　　　　　　　主　　　　文
　　　一　原告の請求を棄却する。
　　　二　訴訟費用のうち参加によって生じた部分は補助参加人の負担とし，その
余は原告の負担とする。
　　　　　　　　　　　　事実及び争点
第一  申立
　一　被告は原告に対し，金３３４９万６６８６円及び内金３１５２万４４７０円
に対する平成１１年３月２０日から支払済みまで年１４．６パーセントの割合（１
年を３６５日とする日割計算）による金員を支払え。
　二　仮執行の宣言
第二　事案の概要
　　　本件は，原告が被告に対し，連帯保証債務の履行を求めた事件である。
　一　争いのない事実
　　１　原告は，信用保証協会法に基づき，中小企業者等が銀行その他の金融機関
から貸付等を受けるについて，業者等の委託により，その貸付金等の債務を保証す
ることを業務とする法人である。
　　２(1)　株式会社甲（以下，「甲」という。）は補助参加人株式会社乙（以下，
「参加人」という。）から，平成７年３月２０日，次のとおり，証書貸付による貸
付を受けた。
　　　　①　金額　　　　２０００万円
　　　　②　利息　　　　年２．５０パーセント
　　　　③　弁済期限　　平成１７年２月２５日
　　　　④　弁済方法　　平成１０年３月から，毎月２５日に２３万８０００円宛
分割弁済し，弁済期限に残額を弁済する。
　　　　⑤　遅延損害金　年１４．５パーセント（年３６５日の日割計算）
　　　　⑥　特約　　　　分割金の支払を１回でも怠ったときは，期限の利益を失
う。
　　　(2)　原告は甲との間で，平成７年３月４日，(1)の貸付につき，原告が甲の
ために信用保証することに関して，信用保証委託契約（以下，「本件契約１」とい
う。）を締結した。同契約には，甲が参加人に対する借入金債務の全部又は一部の
履行を怠り，原告が参加人に代位弁済したときは，甲は原告に対し，代位弁済額及
びこれに対する代位弁済の翌日から支払済みまで年１４．６パーセントの割合（年
３６５日の日割計算）による遅延損害金を支払うことが合意された。
　　　(3)　原告は参加人に対し，本件契約１に基づき，平成７年３月１６日，甲の
ため連帯保証した。
　　　(4)　甲は，(1)の借入金債務の履行を怠ったため，原告は参加人から保証債
務の履行を求められ，平成１１年３月１９日，参加人に対し，元金残金１８０９万
６０００円及び利息金１３万０１７７円の合計金１８２２万６１７７円を代位弁済
した。
　　３(1)　甲は参加人から，平成１０年７月１５日，次のとおり，証書貸付による
貸付を受けた。
　　　　①　金額　　　　２８００万円
　　　　②　利息　　　　年２．７５パーセント
　　　　③　弁済期限　　平成１７年６月２５日
　　　　④　弁済方法　　平成１０年７月から平成１１年６月まで，毎月２５日
          に５万円宛，平成１１年７月から毎月２５日に３８万円宛分割弁済し，
弁済期限に残額を弁済する。
　　　　⑤　遅延損害金　年１４．５パーセント（年３６５日の日割計算）
　　　　⑥　特約　　　　分割金の支払を１回でも怠ったときは，期限の利益を失
う。
　　　(2)　原告は甲との間で，平成１０年６月３０日，(1)の貸付につき，原告が
甲のために信用保証することに関して，信用保証委託契約（以下，「本件契約２」
という。）を締結した。同契約には，甲が参加人に対する借入金債務の全部又は一
部の履行を怠り，原告が参加人に代位弁済したときは，甲は原告に対し，代位弁済
額及びこれに対する代位弁済の翌日から支払済みまで年１４．６パーセントの割合
（年３６５日の日割計算）による遅延損害金を支払うことが合意された。



　　　　　また，同契約によれば，甲は原告に信用保証料を支払う義務があるとこ
ろ，６５万３０００円が未払である。
　　　(3)　原告は参加人に対し，本件契約２に基づき，平成１０年６月３０日，甲
のため連帯保証した。
　　　(4)　甲は，(1)の借入金債務の履行を怠ったため，原告は参加人から保証債
務の履行を求められ，平成１１年３月１９日，参加人に対し，元金残金２７８０万
円及び利息金２２万１６９３円の合計金２８０２万１６９３円を代位弁済した。
　　　(5)　平成１１年１０月２９日に１４７２万３４００円の内入弁済があったの
で，原告の甲に対する求償金元本は１３２９万８２９３円となった。
　二　争点
　　　本件の争点は，被告が本件契約１，２（以下，併せて「本件各契約」とい
う。）について甲のため連帯保証したか否かの点及び表見代理の成否にある。
　（原告及び参加人）
　　　被告は原告に対し，平成７年３月４日頃，本件契約１上の甲の債務につき，
平成１０年６月３０日頃，本件契約２上の甲の債務につき，それぞれ連帯保証（以
下，併せて「本件各保証」という。）した。
　（参加人）
　　１　甲１（本件契約１に係る契約書），２（平成７年３月２０日付け参加人と
甲間の金銭消費貸借契約証書），７（本件契約２に係る契約書）及び８（平成１０
年７月１５日付け参加人と甲間の金銭消費貸借契約証書）の連帯保証人欄には，い
ずれも，被告名義の署名がある上，被告の実印（甲３，９の印鑑登録証明書の印
影）が押印されており，これらの署名押印は被告の意思に基づきなされたものであ
る。
　　２　被告は甲のために使用させる目的で，自己の印章につき印鑑登録を行い，
これを甲に預け，かつ，被告の夫で甲の代表取締役である丙に求められれば印鑑登
録証明書を交付していた。このようなことから，本件各保証について，被告が行っ
たかのような外観が作出されたもので，被告には過失がある。
　　　　また，被告は，平成８年１月９日付けで参加人に対し，甲のため５５００
万円の限度額保証をしたものであるところ，この事実に，印鑑登録証明書の交付を
受けていたこと，本件各保証につき顕出された印影が実印と同じであること等を総
合すると，原告代理人である参加人職員に過失はない。
　　　　よって，民法１１０条が適用されるべきであり，少なくとも，民法１０９
条，１１０条，１１２条の趣旨が類推適用されるべきである。
　（被告）
　　１　甲１，２，７，８の被告名義の署名は，丙が被告に無断で甲のパート社員
に記載させたものである。各署名下の印影は，甲の金庫に保管されていた印章（以
下，「会社保管印」という。）によるもので，同印章は被告が保管していたもので
はない。同印章による印影は，被告の実印による印影とよく似てはいるが同一では
ない。
　　２　参加人が表見代理の前提として主張する事実は，すべて否認する。
　　　　　　　　　　　　理　　　　由
一　鑑定について
　　鑑定人丁の鑑定（以下，「鑑定」という。）によれば，鑑定結果として，次の
ように述べている。
　１　丙１８（平成８年７月２５日付け参加人に対する担保抹消に関する承諾証
書）の被告名義の署名の筆跡は，対照文書（乙１）の被告の自署の筆跡と同一人筆
跡の可能性を有するが，他の文書（甲１，２，７，８を含む。）中の被告名義の署
名の筆跡と被告の自署の筆跡が同一人によるものとは認められない。
　２　甲１，２，７，８の被告名義の署名の筆跡と丙１４（平成８年１月９日付け
参加人に対する保証約定書）のそれは，同一人筆跡の可能性を有する。
　３　甲１，２，７，８の被告名義の署名の筆跡と丙１５（平成８年１月５日付け
参加人に対する保証照会回答書）のそれは，同一人筆跡の可能性を有する。
　４　甲１，２，７，８の被告名義の署名の筆跡と丙１６（平成８年１月８日発送
の参加人に対する封書の裏面）のそれは，同一人筆跡の可能性を有する。
　５　甲１，２，７，８等の被告名義署名下の青木の印影は，乙２上段の印影（会
社保管印による印影）と同一印影である。
　６　丙１８の被告名義署名下の印影は，乙２下段の印影（被告の実印による印
影）と同一印影の可能性が強い。



　７　甲３，９の印鑑登録証明書の印影と乙２上段の印影は類似するが，差異点が
あり，同一印影と見るのは困難である。
二　会社保管印について
　　証拠（甲３，９，乙２，３，鑑定，証人丙，被告本人）によれば，被告の実印
は従前から被告が自宅に保管していたが，丙は平成に入ってから，実印の印影によ
く似た印影を有する会社保管印を買い求め，これを甲で保管していたことが認めら
れる。参加人は，被告が自己の印鑑登録した印章を甲に預けていたと主張するが，
この事実を認めるに足りる証拠はない。また，参加人は，証人丙及び被告本人の供
述が不自然であり，信用できないという趣旨の主張もしているが，的確な反対証拠
がない以上，これらの供述を信用できないということもできない。
三　本件各保証の成否
　１　前記一，二の認定，説示によれば，甲１，２，７，８の被告作成名義部分に
ついて，その署名も被告の自署ではなく，印影も被告の印章により顕出されたもの
であるとは認められないから，これらの甲号各証の成立の真正を認めることはでき
ない。
　２　証人戊は，甲１，２に係る貸付を担当した際の平成７年２月２８日，丙が自
分の目前で，被告に電話して，「わしだけの保証では無理で，お前の署名・印鑑も
いる。」とかいって保証の依頼をしていたと供述している。しかし，名川自身が電
話に出たものでもなく，通話先についても同人の推測に過ぎないから，これをもっ
て，被告が本件契約１に係る保証を承知していたことを認定することはできない。
丙４も以上の認定を左右するに足りるものではない。
　　　弁論の全趣旨によれば，参加人の貸付担当者らが被告に対し，直接本件各保
証について確認したことはないことが認められる。
　３　証人丙及び被告本人とも，本件各保証について，丙が被告に依頼し，被告が
これを承諾したとは供述しておらず，他にこの事実を認めるに足りる直接証拠もな
い。
　４　鑑定によれば，丙１８は被告の自署の可能性があり，その名下の印影は被告
の実印により顕出された可能性が強いものと認められるが，同号証は，参加人に対
する平成８年７月２５日付け担保抹消に関する承諾証書であり，被告名義の署名押
印は連帯保証人欄になされており，借主欄には丙個人の署名押印がある。そうする
と，この書証から，被告が甲のために保証することを承知していたということはで
きないし，その記載からも，本件各保証に関係する内容を読み取ることはできな
い。
　５　参加人は，被告が平成８年１月９日付けで甲のため５５００万円の限度額保
証をしたと主張するが，参加人がこの事実の証拠であると主張する丙１４ないし１
６の被告名義の署名が被告の自筆であること及び丙１４，１５の印影が実印等被告
の印鑑により顕出されたことを認めるに足りる証拠はない。鑑定によれば，丙１４
ないし１６の署名と甲１，２，７，８の署名は同一人筆跡の可能性があることが認
められるが，このことから，丙１４ないし１６が被告の意思に基づき作成されたこ
とを推認できないのはいうまでもない。
　　　参加人は，年末のさし迫った時期に参加人から届いた保証意思確認文書を丙
が被告に無断で開封することは考えられないこと等から，丙１４ないし１６が真正
文書であると主張するが，これらの主張内容を考慮しても，真正であるとは認める
に足りない。
　６　以上のとおりであり，本件全証拠によるも，本件各保証に関する処分文書
（甲１，７）の成立の真正は認められず，本件各保証について被告が承諾していた
事実を認めることもできない。参加人は，証人丙及び被告本人の供述の信用性は低
いこと等を主張するが，これらの供述を弾劾してみても，本件各保証に係る主要事
実を推認することはできない。
四　表見代理について
　　以上の認定，説示によれば，参加人が表見代理の前提として主張する事実中の
重要な事実はすべてこれを認めることができないし，金融機関である参加人の貸付
担当者が被告の意思確認すらしていないことになるから，同主張は，その余の点を
判断するまでもなく，理由がない。
五　結論
　　以上の次第で，原告の請求は理由がない。

　　　　　神戸地方裁判所第５民事部



　　　　　　　　　　裁判官　　　前　　　坂　　　光　　　雄


